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2 .下水道使用料改定説明

公共下水道とは？

※出典：公営社団法人日本下水道協会 HPに加筆

・下水処理場や下水道管などの下水道施設を地方公共団体が管理する下水道

犬山市管理
愛知県管理

・人が使用した『汚水』の処理等、公衆衛生の向上を図り、街を清潔にする

・宅地や道路等に降った『雨水』を速やかに排除し、街を浸水から守る

下水道の役割は？

河川へ
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2 .下水道使用料改定説明

五条川右岸浄化センター
（岩倉市）で処理

五条川左岸浄化センター
（小牧市）で処理

（令和７年３月３１日時点）

犬山市の公共下水道事業

供用開始 平成元年10月

供用面積 1134.0ha

行政区域内人口 71,067人

供用区域内人口 51,433人

接続戸数 20,068戸

家庭や工場から出る汚水

地形により愛知県が管理する２ヶ所の
下水処理場で処理（岩倉市と小牧市）
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汚水処理費用（支出）と下水道使用料（収入）

支 出 収 入

5.0億円

【不足分】

⇒税金で補填

減価償却費など

3.3億円

2.5億円

公共下水道事業の費用のうち下水道使用料で賄うべき費用（汚水処理費用）は

2 .下水道使用料改定説明

7.5億円

処理にかかる費用

3.1億円

修繕費、人件費等
1.1億円

下水道使用料収入

汚水処理費用
下水道を使えない
市民の税金も入る

税金で補填しています。現在の使用料体系では約2.5億円不足しており、
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下水道の今後の見通し

2 .下水道使用料改定説明

・人口減少、節水機器の普及による使用水量が減少
するため、使用料収入は減少していく見通しです。

①収入の減少
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下水道の今後の見通し

2 .下水道使用料改定説明

・人件費、燃料費などの物価高騰により費用は増加
する見込みです。

②費用の増加
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下水道の今後の見通し

2 .下水道使用料改定説明

・平成の初期に施工した下水道管の老朽化が進行しており
対応するための修繕・調査費用や改築費用が必要です。

③施設の老朽化が進行

下水道管調査で発見された浸入水の状況

地下水等の浸入水

下水道管



①下水道の使用者を増やす
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経営改善のための取組について

2 .下水道使用料改定説明

支出の削減

収入の増加

②下水道管への地下水の混入を減らす

下水道につないでいない世帯へ訪問し、
接続を依頼します

処理費用を減らします

他市町共同で事業を行いコスト縮減します③広域化・共同化事業の推進

④民間活用 民間の知識・技術を利用してコスト縮減します

令和16年度で3,500万円/年の増加目標

令和16年度で5,200万円/年の削減目標
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１）更生管材料引込

更生管材料

下水道管

マンホール

温水などで膨らませて硬化

マンホール部で余分な材料を切断

２）硬化

３）切断 ４）管口処理

管口を仕上げ

取付管部穿孔

②下水道管への地下水の混入を減らす 管更生工事
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管更生工事前後の状況

施工前 管更生工事後

下水道管内部
地下水等の浸入水
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経営改善のための取組について

2 .下水道使用料改定説明

これらを実施しても経営状況の大幅な改善は見込めないため、

下水道使用料の改定が必要不可欠です！

※使用料改定は平成元年の供用開始以降初めての実施です。
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使用料収入改定スケジュール

5.0億円

【不足分】

⇒税金で補填 2.5億円

・急激な使用料増加を緩和するため、必要な改定分を２回に分けて行います

2 .下水道使用料改定説明

下水道使用料

1.25億円

6.25億円
7.5億円

現在

R8年4月～ R11年4月～

改定１回目 改定２回目

・使用料収入全体で50％改定するため、使用量によって改定割合は異なります

必要な改定分

半分を改定



16

2 .下水道使用料改定説明

注）１月あたりの税抜きの金額です。請求は２ヶ月ごとに行います。

農業集落排水施設使用料もこの表に準じます。

改定後の使用料の目安
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2 .下水道使用料改定説明

　　　　現行使用料

現行単価 改定単価 改定額 改定単価 改定額

(円/㎥） (円/㎥） （円） (円/㎥） （円）

550 675 125 850 300

１～５㎥ 0 20 20 40 40

５～１0㎥ 44 50 6 50 6

１0～２０㎥ 84 100 16 110 26

２0～３０㎥ 104 125 21 155 51

３0～１００㎥ 129 160 31 190 61

１０0～５００㎥ 154 190 36 230 76

５０0㎥～ 199 235 36 270 71

1回目改定（R8年4月～） 2回目改定（R11年4月～）

水量区分（㎥/月）

基本使用料

従

量

使

用

料

改定後の使用料の単価表
（税抜）

注）１ヶ月あたりの税抜き単価です。
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ご使用水量のお知らせ

　お客様番号　　　　　　　　　　－

　　給水装置設置場所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

年度　 第　　　期
ご使用月 用途

月

ご使用水量
水道ご使用量

㎥

下水排出量

50 ㎥

今回メーター指示数 前回メーター指示数 差引ご使用水量

㎥

旧メーターご使用水量 合計ご使用水量 ご使用日数

㎥ ㎥ 日

ご使用期間 　　　月　　　　日　　～　　　　　　月　　　日

水道料金，下水道・農集排使用料ご請求予定額（消費税含む）

40㎥
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３. 新下水道使用料金の見方について

※赤まるで囲った箇所に
記載されている水量

を参照してください。

拡大

40㎥
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３. 新下水道使用料金の見方について

※赤枠で囲っ
た水量横の金
額が、使用料
となります。

注）下水道使用料請求書の税込金額です。２ヶ月分の使用水量で計算します。

1ヶ月20㎥使用した場合
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・持続可能な下水道事業のため、
使用料改定に対するご理解・ご協力
をよろしくお願いします。

・本日はありがとうございました。

最後に


